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短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護サービス提供にあたり、施設の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

法人の概要 

（１） 法人の名称  医療法人同仁会（社団） 

（２） 法人の所在地  京都府京都市南区唐橋羅城門町１０番地 

（３） 代表者の氏名  松井道宣 

（４） 電話番号  075-691-7121 

ご利用の施設 

（１） 施設の種類  指定介護老人保健施設 

（２） 施設の名称  介護老人保健施設 マムフローラ 

（３） 事業者番号  京都府第 2653080024号 

（４） 施設の所在地  京都府長岡京市奥海印寺奥ノ院２５番地２ 

（５） 施設長の氏名  山木垂水 

（６） 電話番号  075-958-3388 

併設事業 

（１） 介護老人保健施設（京都府第２６５３０８００２４号） 

（２） （介護予防）通所リハビリテーション（京都府第２６５３０８００２４号） 

利用定員 ５０名 

法人の理念 

人々が心身ともに健康で 

尊厳を持って 

効果的に人生を全うできることに 

貢献します 

介護事業部の理念 

地域の人々が住み慣れた家 

そして地域で尊厳を持って生活を継続できるよう 

その人の状況にあった適切な介護サービスを提供します 

運営の方針 

法人の理念、介護事業部の理念のもと、次のことを施設運営の方針とします。 

（１） 施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めます。 

（２） 施設の従業者は、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
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できるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能練習その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

（３） 施設は、地域との結びつきを重視し、かかりつけ医、関係市町村、居宅介護支

援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその

他の保健医療サービス及び福祉サービス提供者との綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めます。 

（４） 施設は、上司や同僚、利用者やその家族等からの職場におけるハラスメントの

防止のための雇用管理上の措置を講じます。 

施設の概要 

介護老人保健施設 マムフローラ 

（１） 指定年月日  平成１５年１２月１日 

（２） 入所定員  100名 

（３） 建物の構造  鉄筋コンクリート造 ４階建 

（４） 建築面積  1134.53㎡ 

（５） 延床面積  4041.05㎡ 

（６） 居  室 

個室   48室(３階２４室、４階２４室) 

４人部屋   13室(２階) 

職員体制（介護老人保健施設との兼務を含む） 

従業者の職種 員数 指定基準 

施設長 １名 １名 

医師 １名以上 常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して

得た数以上（内１名は施設長） 

薬剤師 １名以上 実績に応じた適当数 

看護職員 １１名以上 常勤換算方法で、入所者の数が３またはその端

数を増すごとに１以上(看護職員の員数は、看

護・介護職員の総数の７分の２程度を標準とす

る。介護職員の員数は、看護・介護職員の総数

の７分の５程度を標準とする。) 

介護職員 ２３名以上 

支援相談員 １名以上 入所者の数が１００またはその端数を増すごとに

１以上 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

３名以上 常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して

得た数以上 

管理栄養士 １名以上 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっ

ては１以上 

歯科衛生士 １名以上 実情に応じた適当数 
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介護支援専門員 １名以上 １以上(入所者の数が 100またはその端数を増

すごとに１を標準とする。) 

事務員 ２名以上 実情に応じた適当数 

職員の職務内容 

職 種 勤務体制  職務の内容 

管理者 

（施設長） 
８：３０～１７：００ 

施設の業務を統括する。施設長に事

故があるときは、あらかじめ理事長が

定めた職員が管理者の職務を代行す

る。 

医師 ８：３０～１７：００ 
利用者に対して、健康管理及び療養

上の指導を行う。 

薬剤師 ９：００～１５：００ 
医師の指示に基づき、調剤、薬剤管理

及び服薬指導を行う。 

看護職員 

早出 

日勤 

遅出 

 

夜勤 

７：００～１５：３０ 

９：００～１７：３０ 

１０：００～１８：３０ 

１１：００～１９：３０ 

１７：００～ ９：３０ 

医師の診療補助及び医師の指示を

受けて利用者の看護、施設の保健衛

生業務を行う。 

介護職員 

早出 

日勤 

遅出 

 

夜勤 

７：００～１５：３０ 

９：００～１７：３０ 

１０：００～１８：３０ 

１１：００～１９：３０ 

１７：００～ ９：３０ 

利用者の日常生活全般にわたる介護

業務を行う。 

支援相談員 

早出 

日勤 

遅出 

８：３０～１７：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：３０～１９：００ 

利用者の入退所、生活相談及び援助

の計画立案、実施に関する業務を行

う。 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

９：００～１７：３０ 

リハビリテーションプログラムを作成

し、運動療法、日常生活動作練習、物

理的療法等を実施するほか療養指導

を行う。 

管理栄養士 

早出 

日勤 

遅出 

8：３０～１７：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：３０～１９：００ 

食事の献立、栄養計算等利用者ごと

の状態に応じた栄養管理を計画的に

行う。 

歯科衛生士 ９：００～１4：００ 
利用者の口腔衛生に関する管理と指

導を行う。 

介護支援専門員 

早出 

日勤 

遅出 

8：３０～１７：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：３０～１９：００ 

施設サービス計画の作成等、利用者

の介護支援に関する業務を行う。 
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事務員 

早出 

日勤 

遅出 

8：３０～１７：００ 

９：００～１７：３０ 

１０：３０～１９：００ 

事務等、その他業務を行う。 

サービスの内容 

サービスの種類 サービスの内容 

サービス計画の

作成 

利用中は、明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよ

う、利用者の立場に立った運営を行います。利用者の個々のニーズ

に即した「（介護予防）短期入所療養介護サービス計画」に基づ

いたサービスを提供します。 

医療・看護 

① （介護予防）短期入所療養介護は入院治療の必要がない程

度の要介護者を入所の対象としていますが、日常的な医療・

看護サービスについては、利用者の状況に応じて提供します。 

② 緊急時には主治医、協力医療機関、協力歯科医療機関に責

任をもって引き継ぎます。 

③ 利用者が外部の医療機関を受診する時は、遠方の場合はご

家族での対応をお願いします。 

④ 緊急受診の場合は、事前に連絡しますが、やむを得ない場合

には、受診後に連絡させていただきます。 

入浴 
週２回以上入浴を行います。利用者の身体の状況により清拭とな

る場合があります。 

介護 

① 療養室は個室、多床室(４人部屋)です。 

② 個室は原則として別途特別な室料が必要です。 

③ 寝たきり防止のため、毎朝夕着替えを行い、できる限り離床を

して、お過ごしいただきます。 

④ シーツ交換は原則週１回行います。 

⑤ 利用者の状況に応じ、適切な排泄介助を行うとともに、排泄の

自立についても適切な援助を行います。 

⑥ おむつを使用する場合は、適切に取替えます。 

⑦ おむつ代は施設サービス費に含まれていますが、特別なものに

ついては、利用者の負担となります。 

栄養管理 利用者の栄養管理を行います。 

食事 

① 管理栄養士が作成する献立表により、利用者の身体状況を加

味した食事を提供します。 

② 食事は可能な限り離床して食堂で食べていただけるよう、配慮

します。 

③ 当施設は適時適温サービスを実施しています。食事の時間は、

朝食８時、昼食１２時、夕食１８時となっています。 
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④ 医師の判断により治療食が必要と判断される場合は、治療食

を提供します。 

⑤ 利用者が参加しての調理も生活リハビリの一環として行いま

す。 

口腔ケア 
利用者の口腔内の確認や指導、口腔機能の維持向上について多

職種と協働しケアを行います。 

相談援助 
入所中及び退所後の生活、介護等のことで不安な事など相談に

のります。 

リハビリテーショ

ン及び、生活リ

ハビリテーション 

① 日常生活の自立を目的として、食事、入浴、更衣、移動等を含

む全ての活動が生活リハビリテーションとなります。 

② 医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が

検査等実施し、個別のリハビリプログラムを作成、実施します。 

③ 日常生活上で実践できるよう、看護・介護職員を含めて支援し

ます。 

行政手続代行 

利用料金の法定代理受領（窓口では１割、２割負担又は３割負担

のみ）、要介護認定の更新、区分変更申請等、介護保険に係わる

必要な行政手続の手伝いを行います。 

利用料金 

施設の利用料金は、介護保険法に基づく要介護度によって利用料が異なります。厚生

労働大臣が定める基準によるものとし、その１割、２割負担又は３割負担の額と食事・滞

在費の標準負担の額、その他の費用を足し合わせた額となります。 

（１） 食費・滞在費 

 食費（１日当たり）   ２，０９０円 

       （朝食：５１０円、昼食：６９０円、夕食：８９０円） 

 滞在費（療養室の利用費）（１日当たり） 

・従来型個室         １，７２８円 

・多床室      ４６０円 

※ 食費・滞在費について、介護保険負担限度額認定証の交付を受けられた方は、

当該認定証に記載されている負担限度額（【別添資料１】のとおり。）となりま

す。（毎年、この認定証はご本人の住民票がある役所より更新申請書類が送付

されますので、届き次第手続きを行ってください。その後、更新された新しい認

定証を提出してください。） 

（２） 短期入所療養介護 基本料金（１日あたり） 

サービス項目 
利用者負担額 

従来型個室 多床室 

要介護１ ８５６円 ９４３円 

要介護２ ９３４円 １，０２３円 

要介護３ １，００２円 １，０９１円 
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要介護４ １，０６３円 １，１５２円 

要介護５ １，１２３円 １，２１４円 

 １日あたりのおおよその一部負担額です。（１円前後の誤差があります。）２割

負担の方は概ねこの二倍、３割負担の方は概ねこの三倍の負担額となります。 

 おむつ代は上記に含まれています。（特別なものは自己負担となります。） 

（３） 介護予防短期入所療養介護 基本料金（１日あたり） 

サービス項目 
利用者負担額 

従来型個室 多床室 

要支援１ ６６１円 ７０３円 

要支援２ ８１３円 ８７２円 

 １日あたりのおおよその一部負担額です。（１円前後の誤差があります。）２割

負担の方は概ねこの二倍、３割負担の方は概ねこの三倍の負担額となります。 

 おむつ代は上記に含まれています。（特別なものは自己負担となります。） 

（４） 各種加算サービス料金（状況に応じて下記の費用が加算されます） 

夜勤職員配置加算 ２５円／日 夜勤職員配置に対し加算 

個別リハビリテーション加算 ２４７円／回 個別リハビリを行った場合 

送迎加算（片道につき） １８９円／回 入退所時の送迎を行った場合 

療養食加算 9円／食 治療食を提供した場合 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ２３円／日 毎日加算 

緊急短期入所受入加算 ９３円／日 緊急短期入所を受け入れた場

合 

緊急時治療管理１ ５３２円／日 救急救命処置を行った場合 

総合医学管理加算 ２８３円／日 かかりつけ医と連携し、情報提

供をした場合 

若年性認知症受入加算１ １２４円／日 若年性認知症の受入対応をし

た場合 

重度療養管理加算１ １２４円／日 要介護３以上の該当者のみ 

（予防）老短口腔連携強化加算 ５３円／月 歯科医療機関等と連携し、情

報提供をした場合 

生産性向上推進体制加算Ⅰ 105円／月 見守り機器を導入した場合に

加算 

生産性向上推進体制加算Ⅱ １１円／月 見守り機器を導入した場合に

加算 

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 54円／日 毎日加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の合計に７５／１０００を加算 

※上記の金額においても２割負担の方は概ねこの二倍、３割負担の方は概ねこの

三倍の費用が加算されます。 
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（５） その他の費用 

 特別な室料   ４，４００円（従来型個室 テレビ・冷蔵庫含む） 

 教養娯楽・日用品費   １５０円（使い捨てエプロン、手拭ペーパー等） 

 おやつ代    １５０円 

 選択食        ２５０円（本人の希望で選択した場合） 

 電気代       ５５円（電気器具を使用した場合） 

 各文書作成料     ３，３００～５，５００円（１枚につき） 

 特別療養生活費     実費 

・個人の希望により購入する新聞、雑誌などの代金 

・利用者の趣味的活動や、特別なレクリエーション等に係る費用 

・利用者等の希望により外部のクリーニング店を利用した場合の費用等 

※利用者の希望により選択されたサービスの費用を徴収します。 

（６） 委託業者との契約となるサービス 

 タオル類レンタル代  １１５円 

 テレビレンタル代   ４４０円（電気代含む・多床室） 

 冷蔵庫レンタル代   １１０円（電気代含む・多床室） 

利用料等のお支払い方法 

（１） 毎月末日で締め、１ヶ月ごとに計算し翌月１０日前後に請求しますので、下記の

いずれかの方法でお支払いください。 

 契約時に申し込みいただいた郵便貯金の口座から自動引き落とし 

 施設窓口で、現金又はクレジットカードにて支払い 

 銀行振り込みでお支払い（振込手数料は利用者負担となります） 

 １ヶ月に満たない期間の利用料については、利用日数に基づいて計算します。 

 お支払方法は契約時にご相談ください。 

 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず領収書をお渡しし

ますので、必ず保管されますようお願いします。 

 利用料、及びその他費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわ

らず、支払い期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１０日以内

に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解約した上で、未払い分

をお支払いいただきます。 

（２） 利用料の減免制度 

当施設は利用料のご負担を軽減するための減免制度（第２種社会福祉事業に基

づき利用料の減免制度）を設けています。詳しくは支援相談員までお尋ね下さい。 

サービス利用における留意事項について 

（１） 面会については、原則午前 9時から午後 7時（土、日曜・祝日は午後 5時 30

分まで）とします。ご来訪の際は、必ず面会簿（受付に設置）にご記入下さい。 

（２） 外出を希望される場合は、事前に所定用紙に必要事項を記載し、届け出てくだ
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さい。 

（３） 施設内、敷地内は禁煙とします。 

（４） 火気の取り扱いについては、防火管理上使用を禁止します。 

（５） 設備及び備品の使用については、使用法に従って使用してください。 

（６） 金銭及び貴重品につきましては、自己で管理してください。多額の現金や、貴重

な物品は施設に持ち込まないでください。 

（７） ペットの持ち込みは、衛生管理上お断りします。 

（８） 施設での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は行わないでください。 

（９） ご利用者、ご家族からのお心づけは堅くお断りしております。 

（１０） 食べ物の持ち込みについて、栄養を取り過ぎると、日常生活や身体状況に影響

してきます。持ち込みをされる際は、必ず職員に伝えてください。 

（１１） 衣類等、個人の持ち物については、紛失を防止するために必ずお名前をお書き

下さい。 

身体拘束等について 

（１） 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

（２） 施設は、身体拘束の適正化を図るため、次に揚げる措置を講じる 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その内容について従業員に周知を図るものとする。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

③ 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

（３） 施設は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急

やむを得ず身体拘束を行う場合は、利用者またはその家族に対し、事前に、身体拘

束の根拠、内容、見込まれる期間について説明し、同意を得ます。 

（４） 施設は、利用者に対し身体拘束を行う場合には、次の事項を介護サービス記

録に記載します。 

 利用者に対する身体拘束を決定した者の氏名、身体拘束の根拠、内容、見込

まれる期間及び実施された期間。 

 前項に基づく利用者またはその家族に対する説明の時期及び内容、その際の

やりとりの概要。 

褥瘡防止について 

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みとして、褥瘡が発生しな

いような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための

体制を整備します。 

医療機関への受診について 

（１） 当施設では、慢性疾患の医療管理を行いますが、病気の状態によっては他の

医療機関を受診していただくことがあります。その際、原則としてご家族の同行によ

る受診をお願いします。 
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（２） 受診の際には、健康保険証が必要となります。施設から医療機関へお渡しする

書類等もありますので、職員にご確認下さい。 

協力医療機関 

当施設では、下記の医療機関に協力をお願いしています。利用者の状態が急変した

場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関と連絡をとり、救急医療あるいは

救急入院等必要な措置が受けられるように致します。 

協力歯科医療機関 

医療機関の名称 角谷歯科医院 

院長名 角谷 英和 

所在地 京都府長岡京市野添１丁目１６－６ メゾン野添１F 

電話番号 ０７５－９５２－８０３０ 

医療機関の名称 医療法人総心会 長岡京病院 

院長名 藤野 光廣 

所在地 京都府長岡京市天神１丁目２０番地１０ 

電話番号 ０７５－９５５－１１５１ 

診療科 消化器外科・肛門外科・神経内科・血液内科・循環器内科・糖

尿病内科・整形外科・放射線科・リハビリテーション科 

 医療機関の名称 社会福祉法人恩賜財団 京都済生会病院 

院長名 伊藤 義人  

所在地 京都府長岡京市下海印寺下内田１０１番地 

電話番号 ０７５－９５５－０１１１ 

診療科 総合内科・消化器科・肝臓科・呼吸器科・糖尿内分泌科・血液

内科・神経内科・循環器科・小児科・外科・整形外科・脳神経

外科・心臓血管外科・産婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・

泌尿器科・精神科・放射線科 

 

医療機関の名称 医療法人同仁会（社団） 京都九条病院 

院長名 松井 淳琪 

所在地 京都府京都市南区唐橋羅城門町１０ 

電話番号 ０７５－６９１－７１２１ 

診療科 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、腎

臓内科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器

科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科、放射線科、歯科、歯

科口腔外科 
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医療機関の名称 あゆみ歯科クリニック 

院長名 福原 隆久 

所在地 京都府八幡市欽明台西３１－８ 

電話番号 ０７５－９８１－６８７４ 

緊急時の対応について 

当施設において、サービス提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合は、

速やかに管理医師及びあらかじめ定めている協力医療機関へ連絡し、必要な措置を講

じます。また、事故が発生した場合においては保険者及び利用者の家族に連絡を行うと

ともに必要な措置を講じます。 

（１） 主治医（かかりつけ医） 

病院名               

 

担当医               

 

電話番号              

 

（２） 緊急連絡先（家族等） 

氏名（続柄）         （      ） 

 

住所               

 

電話番号１              

 

電話番号２              

相談・苦情窓口について 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、下記窓口まで

お気軽にご相談下さい。また、ご意見箱での受付も致しておりますのでご利用下さい。 

責任を持って調査、改善させていただきます。 

（１） 相談・苦情の窓口 

介護老人保健施設 マムフローラ 支援相談員 

電話番号 075-９５８-３３８８ 

FAX番号 075-９５１-5３００ 

（２） 公的機関 

京都府国民健康保険団体連合会介護保険室 

住所  京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町 620 COCON烏丸内 

電話番号 075-354-9090 

※行政機関の介護保険相談窓口については【別添資料２】のとおりです。 
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感染症対策及び非常災害対策について 

感染症や、災害が発生した場合の業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓

練（シミュレーション）の実施を行います。 

（１） 消防設備、スプリンクラー、消火器、消火栓、防火扉等を設置しています。 

（２） 当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関

する取組みを行います。 

（３） 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知します。 

（４） 定期的に避難、救出、その他必要な訓練（夜間想定訓練を含む）を行います。 

 消火・避難訓練は年２回以上（内１回は夜間想定訓練）実施 

 水害訓練は年１回以上実施 

 災害訓練は年１回以上実施 

 ＢＣＰ訓練は年 2回以上実施 

（５） 非常災害対策としての訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めます。 

秘密の保持と個人情報の保護について 

（１） 施設は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとしま

す。 

（２） 施設及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の

秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

（３） また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

（４） 施設は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、カンファレンス等において、

利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、カンファレンス等で利用者家族の個人情報を用いま

せん。 

（５） 施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による

ものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

（６） 施設が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する

こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく

調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示

に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

※個人情報の利用目的については【別添資料３】のとおりです。 
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衛生管理等について 

（１） 利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

（２） 施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講じます。食中毒及び感染症の発生防止するための措置等について、必要に

応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

高齢者虐待防止について 

当施設は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 （職・氏名） 

（２） 委員会を設置し、指針の整備、その内容について従業者に周知を図る。 

（３） 成年後見制度の利用を支援します。 

（４） 苦情解決体制を整備しています。 

（５） 従業者に対する人権擁護・虐待防止を啓発するための研修を実施しています。 

（６） 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業

者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（７） サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

これを市町村等に通報します。 

損害賠償について 

当施設において、施設の責任により利用者に生じた損害については、施設はその責任

の範囲においてその損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、利用者が故

意または過失が認められる場合には、その程度に応じて施設の損害賠償責任は軽減さ

れます。 

記録の整備について 

（１） 当施設は、各サービス、従業者、会計等に関する諸記録を整備します。提供した

サービスに関する記録については、その完結の日から５年間保存します。 

（２） 利用者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲

覧及び複写物の交付を請求することができます。（複写物の請求を行う場合は、有

料です。） 
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生活上のリスク（危険）について 

身体状況等により、入所生活が継続できないような事態となった場合には、予めご家

族にご相談の上、必要な対応をとらせていただきますので、その点ご了承下さい。 

（１） 当施設は原則として、人権への配慮、自己決定の視点から、身体を縛る等の身

体拘束は行わないこととしています。日常生活上は施設内での事故が起こらない

よう、最大限の配慮をしておりますが、時として、転倒による骨折、徘徊による離設、

誤嚥（ごえん）による肺炎等、施設内での事故も想定されます。施設にもご家庭と

同様、危険な場面があることを十分にご理解いただきますよう、お願いします。 

（２） 認知症状の進行により、他のご利用者へ暴力や無意識のうちの危険な行為の

発生等、自他の生命と安全をおびやかすような状況が見られる場合、医療機関等

の専門機関に総合的な判断をゆだねることがありますので、ご了承下さい。 

施設を退所していただく場合 

当施設との契約期間が満了以前であったとしても、以下のような事項に該当するに

至った場合には、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 

（１） 利用者が死亡した場合。 

（２） 施設の運営法人が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により

施設を閉鎖した場合。 

（３） 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合。 

（４） 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

（５） 利用者が病院に入院、もしくは介護保険施設等に入所された場合。 

（６） 利用者及びその家族から退所の申し出があった場合。 

（７） 以下の理由により施設から利用者に対して退所の申し出を行った場合。 

 利用者が、契約期間内にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の報告を行い、その結果本契約を継続しがた

い事情を生じさせた場合。 

 利用者、その家族や関係者が故意又は過失により事業者もしくはサービス従

事者もしくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい背

信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合。 

 利用者が自傷行為や自殺のおそれが極めて高く、施設においてこれを防止で

きない場合及び利用者が法令違反その他秩序破壊行為をなし、改善の見込

みがない場合。 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等 

 施設は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取

組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討する為の委員会を定期的に開催するものとする。 
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（介護予防）短期入所療養介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面

を交付のうえ、重要事項の説明を行いました。 

 

事業者 住所  京都府京都市南区唐橋羅城門町１０番地 

   事業者名 医療法人同仁会（社団） 

   代表者  理事長 松井 道宣 

   事業所名 介護老人保健施設  マムフローラ 

   住所  京都府長岡京市奥海印寺奥ノ院２５番地２ 

   管理者  施設長 山木垂水 

   介護保険指定番号 ２６５３０８００２４ 

 

説明者 氏名               

 

説明年月日   令和  年  月  日 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の

交付を受けました。 

 

利用者 住所               

 

   氏名               

 

私は、利用者が（介護予防）短期入所療養介護サービスについて、本書面に基づいて

施設から重要事項の説明を受け、内容について同意したことを確認しましたので、私がそ

の署名を代行します。 

署名代行者 住所              

 

    氏名              

家族・身元引受人または成年後見人等 

    住所              

 

    氏名（続柄）      （        ） 

希望するサービス 

□特別な個室  □教養娯楽・日用品  □おやつ   □電気使用 

□特別な療養生活 
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【別添資料 1】 

利用者負担の軽減について 
 

◆特定入所者介護サービス費《介護保健施設等の食費・居住費の負担軽減》 

○ 介護保健施設入所者（短期入所を含む）などの食費・居住費（滞在費）については自己負

担となります。 

○ 施設利用が困難とならないよう、所得等に応じ負担限度額が定められており、食費・居住費

については、特定入所者介護サービス費の支給により、負担が軽減されます。 

○ 負担額の軽減認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。 

○ 認定は、利用者本人（あるいは代理人）の申請が必要です。 

○ 申請には、預貯金等の状況が確認できる書類が必要になります。 

○ 「介護保険負担限度額認定証」の提示がない場合、第４段階（通常の費用）の利用料を徴

収します。（「認定証」発効後、過払い分が「償還払い」される場合がある。） 

 

◆負担の限度額 

下記の第１段階から第３段階②に該当する場合でも、預貯金等の金額が 500 万円～650 万

円（ご夫婦の場合は、配偶者と合わせて１,５00万円～１,６５0万円）を超える場合は、対象となり

ません。 

負担段階 食 費 
食費 

（ショートステイ） 

利用する療養室のタイプ 

従来型個室 多床室 

第１段階 300円 
  550円 

   0円 

第２段階 390円  600円  

430円 第３段階① 650円  1,000円  
1,370円 

第３段階② 1,360円  1,300円  

○ 利用者負担第１・第２・第３段階①②に該当する利用者とは、次のような方である。 

【第１段階】 

生活保護を受けておられる方、または、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉

年金を受けておられる方 

【第２段階】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が８０万

円以下の方 

【第３段階①】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入

額が８０万円超１２０万円以下の方） 

【第３段階②】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入

額が１２０万円超の方） 

【第４段階】 

上記以外に該当する方 
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【別添資料２】 

介護保険相談窓口 

名 称 電話番号・FAX番号 住 所 

京都府国民健康保険団体連合会 
介護保険課 介護管理係 相談担当 

TEL：０７５－３５４－９０９０ 
FAX：075－354－9099 
平日 8：30～12：00、13：00～17：15 

京都市下京区烏丸通四条下る水
銀屋町６２０番地ＣＯＣＯＮ烏丸内 

山城広域振興局 乙訓保健所 
TEL：075－933－1151 
FAX：075－932－6910 
平日 8：30～12：00、13：00～17：00 

向日市上植野町馬立 8 

長岡京市 健康福祉部高齢介護課 
TEL：０７５－９５５－２０５９ 
FAX：075－951－5410 
平日 8：30～17：00 

長岡京市開田１丁目１番１号 

向日市 健康福祉部 高齢介護課 
TEL：０７５－874－2576 
FAX：075－932－0800 
平日 8：30～17：15 

向日市寺戸町小佃５番地の１ 

大山崎町 健康課 高齢介護係 
TEL：０７５－９５６－２１０１ 
FAX：075－957－1101 
平日 8：30～12：00、13：00～17：15 

乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏
目３ 

北区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－４３２－１３６６ 
FAX：075－432－1590 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市北区紫野東御所田町 
３３－１ 

上京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－４４１－５１０6 
FAX：075－441－0180 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市上京区今出川室町西入 
堀出シ町２８５ 

左京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－７０２－１０69 
FAX：075－702－1316 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町 
７－２ 

中京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－８１２－２５６６ 
FAX：075－812－0072 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市中京区西堀川通御池下る
三坊堀川町５２１ 

東山区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－５６１－９１８７ 
FAX：075－541－8338 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市東山区清水５丁目１３０－６ 

山科区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－５９２－３２９０ 
FAX：075－592－3110 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市山科区椥辻池尻町１４－２ 

下京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－３７１－７２２８ 
FAX：075－351－8752 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市下京区西洞院塩小路上る
東塩小路町６０８－８ 

南区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－６８１－３２９６ 
FAX：075－681－3390 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市南区西九条南田町１－３ 

右京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－８６１－１４16 
FAX：075－861－1340 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市右京区太秦下刑部町１２ 

右京区 京北出張所  
保険福祉第一担当 

TEL：０７５－８５２－１８１５ 
FAX：075－852－1800 
平日 9：00～17：00 

京都市右京区京北周山町上寺田
１－１ 

西京区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－３８１－７６３８ 
FAX：075－393－0867 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市西京区上桂森下町２５－１ 

西京区役所洛西支所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－３３２－９２７４ 
FAX：075－332－8420 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市西京区大原野東境谷町 
二丁目１－２ 

伏見区役所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－６１１－２２７９ 
FAX：075－611－1140 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市伏見区鷹匠町３９－２ 

伏見区役所深草支所 保健福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－６４２－３６０３ 
FAX：075－642－3240 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市伏見区深草向畑町９３－１ 

伏見区役所醍醐支所 保険福祉センター 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

TEL：０７５－５７１－６４７１ 
FAX：075－573－3785 
平日 9：00～12：00、13：00～17：00 

京都市伏見区醍醐大構町２８ 

  

tel:０７５－３５４－９０９０
tel:075－933－1151
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【別添資料３】 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部における個人情報の利用目的 

1.法人内での利用 

① 利用者様に提供する介護サービス 

② 介護保険事務 

③ 入院・退院・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などの管理 

④ 利用者様の診療のため、医師などの意見・助言を求める場合 

⑤ 会計・経理事務 

⑥ 介護事故などの報告 

⑦ 利用者様への介護サービス向上 

⑧ 介護実習への協力 

⑨ 介護の質の向上を目的とした事例検討（教育・育成・研究） 

⑩ その他、利用者様に係る管理運営業務 

2.事業所外への情報提供としての利用 

① 他の医療機関、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、

公的機関との連携・照会及び照会への回答 

② 業務委託 

③ ご家族等への心身の状況説明 

④ 審査支払機関へのレセプト（介護報酬請求明細）の提出 

⑤ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑥ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

⑦ その他、利用者様への介護保険事務に関する利用 

⑧ 京あんしんネットご利用の際、関係者との情報共有 

3.その他の利用 

① 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

② 外部監査機関への情報提供 

③ 当施設、事業所内において行なわれる看護、介護、社会福祉士、リハビリ職等、学生の

実習への協力 

④ 学会・研究会等での事例研究発表等 

⑤ 施設イベントなどの写真を SNS（Facebook、Instagram、TikTok等）、ホームページ、

パンフレット、広報誌や施設内ポスターなどへの掲載（利用者様、ご家族等） 

⑥ 利用者様が他の事業所と連携する場合（入院、転所、退所など）、また別のサービス等

に移行する場合、ご家族等の個人情報の提供 

【付記】 

１．上記の内容に同意いただける場合は、「個人情報利用同意書」にサインをお願いします。 

２．上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨お申し出下さい。 

３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更することが可能です。 

 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部 


